
資料１

石狩市児童館条例の一部改正について

【改正の目的】

令和４年度におおぞら児童館に替わる施設を石狩ふれあいの杜公園内に開設するため、新た

な児童館として位置づけ、名称や開館時間、休館日を規定する必要があり、あわせて、他の児

童館の開館時間も見直すものです。

【改正内容】

〇新児童館の名称及び位置

ふれあいの杜子ども館（石狩市樽川４条１丁目 600 番地１） ※令和４年秋頃開設予定

〇開館時間及び休館日

開館時間 (1)こども未来館・ふれあいの杜子ども館

月曜日から金曜日 午前 10 時から午後８時

学校休業日（土・日・祝日を除く） 午前９時から午後８時

土曜日、日曜日、祝日 午前９時から午後６時

(2)花川北児童館・花川南児童館

月曜日から金曜日 午前 10 時から午後６時

土曜日、学校休業日 午前９時から午後６時

休館日 (1)こども未来館

毎月第３日曜日及び年末年始（12 月 29 日から翌年１月３日）

(2)ふれあいの杜子ども館

毎月第２日曜日及び年末年始（12 月 29 日から翌年１月３日）

(3)花川北児童館・花川南児童館

日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日から翌年１月３日）

〇おおぞら児童館の廃止年月日

ふれあいの杜子ども館開設と同時に廃止する。

【パブリックコメント】

令和２年 10 月１日（木）から令和２年 10 月 31 日（土）

意見１件

【改正に係るスケジュール】

令和３年第１回定例会（令和３年２月）で条例一部改正案を提案

令和４年４月１日 既存児童館の開館時間、休館日を変更

令和４年秋頃 新児童館開設（新児童館に関わる内容の施行）

おおぞら児童館の廃止



※参考

石狩市児童館条例（令和２年 10 月１日現在） ※関係条例抜粋

（名称及び位置）

第２条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

こども未来館 石狩市花川北７条１丁目 22 番地

おおぞら児童館 石狩市花川南１条１丁目 78 番地

花川北児童館 石狩市花川北３条２丁目 199 番地２

花川南児童館 石狩市花川南８条３丁目 153 番地５

（開館時間及び休館日）

第４条 児童館の開館時間及び休館⽇は、次のとおりとする。ただし、市⻑は、特に必要が

あると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

開館時間 (1) こども未来館

午前９時から午後８時（⼟曜⽇、⽇曜⽇及び国⺠の祝⽇に関する法律

（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日にあっては、午後６時）まで

(2) 前号以外の児童館

午前９時 30 分（土曜日及び石狩市教育委員会が定める市立学校の休業

日（規則で定めるものに限る。）にあっては、午前８時 30 分）から午後５

時 30 分まで

休館日 (1) こども未来館

毎月第３日曜日及び 12 月 29 日から翌年の１月３日まで

(2) 前号以外の児童館

日曜日並びに石狩市の休日に関する条例（平成２年条例第 16 号）第１

条第１項第２号及び第３号に掲げる日

※石狩市の休日に関する条例

第１条 次の各号に掲げる日は、石狩市の休日とし、石狩市の機関の執務は、原則とし

て行わないものとする。

(1) 略

(2)国⺠の祝⽇に関する法律に規定する休⽇

(3)12 月 29 日から翌年の１月３日までの日


